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徳島市農業振興ビジョン（素案） 概要版 

 

１ 改定の趣旨 

平成２７年３月に改定された「徳島市農業・農村振興ビジョン」（第４次）に基づき、

持続継承していく強い農業都市づくりを目指した施策に取り組んできましたが、農業を取

り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。 

さらに、令和６年の「食料・農業・農村基本法」の改正や令和５年に策定された「徳島

県みどりの食料システム戦略基本計画」を踏まえ、新たな成長戦略としてＤＸやＧＸの実

現が期待されており、スマート農業技術の導入による生産性向上、気候変動への適応、温

室効果ガス削減など、革新的なイノベーションの推進が求められています。 

このような背景のもと、魅力ある農業を育成し、持続可能な強い農業都市を実現するた

めの施策を推進するため、本市農業を取り巻く社会情勢や市民の意識等の変化を踏まえビ

ジョンの改定を行い、「徳島市農業振興ビジョン」（第５次）（以下「ビジョン」という。）

を策定します。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、長期的な農業施策の展望を示すとともに、社会経済情勢の変化に柔軟に対

応していくために、令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。 

なお、徳島市総合計画の基本方針の変更や社会経済情勢に大きな変動等が生じた際には、

必要に応じてビジョンの見直しを行うものとします。 

 

３ 位置づけ 

令和７年３月に策定予定の「徳島市総合計画」を上位計画とし、本市の農業部門におけ

る個別計画として機能し、本市の農業施策の方向性を明確に示し、国や市の全体的な方針

と整合性を保ちつつ、農業の未来を描く指針とします。 

 

４ 策定体制 

ビジョンの策定にあたっては、徳島市市民参加条例に基づき、農業者やその他市民の意

見を広く拝聴し、参考資料として役立てるために実施したアンケート調査結果や学識経験

者、生産者団体、農業関係団体等で構成する「徳島市農業振興ビジョン検討委員会」で協

議を行った意見をビジョンに反映させています。  
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５ 改定のポイント 

農業を取り巻く環境はますます厳しさを増しており、また、コロナ禍を経て生活様式に

も大きな変化が生じている中、このような状況の変化や新たな課題に対応しながら、今後

の農業振興における基本目標、基本施策の方向性を明確にし、その実現に向けて取り組ん

でいきます。 

 

⑴ 食料・農業・農村基本法の改正 

改正の主な目的は、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、

農業の持続的発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持の４点です。 

改正法では、この４つの主要な柱に基づいて、現代の農業が直面する複雑な課題に対

して、より適切かつ効果的な法的枠組みが整備されています。 

 

⑵ 農業従事者の高齢化、担い手不足 

農業分野における高齢化は深刻な状況にあり、高齢化による離農者が増える一方、農

業の担い手を確保することが急務となっています。このため、新規就農者等の参入を促

進するため、給付金制度の活用や就農しやすい環境整備などの支援策を積極的に推進し

ていく必要があります。 

 

⑶ 耕作放棄地の増加 

農地として活用されていた土地が、耕作されずに放置される耕作放棄地が増加してい

ます。一度放棄された農地を再び耕作可能な状態に戻すには、多大な時間と労力が必要

となることから、このような土地が増加する前に、効果的な予防策を講じ、農地の有効

活用の促進が求められています。 

 

⑷ ＳＤＧｓへの対応 

ＳＤＧｓ未来都市に選定されている本市においても、環境に配慮しつつ、経済的にも

社会的にも持続可能な農業の実現に向けた施策に取り組みます。 
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６ 本市農業の現状と課題                             

令和２年時点で、本市には 2,524 戸の農家があり、そのうち 1,591 戸が販売農家、933

戸が自給的農家で、総世帯数の約 2％を占めています。過去 20 年間では、平成 12 年から

令和２年にかけて、販売農家は約 54％減少し、自給的農家も約 15％減少しており、特に

販売農家の減少が大きくなっています。 

また、令和２年の本市における経営耕地面積は 2,047ha で、その内訳は田が 1,278ha

（全体の約 62％）、畑が 647ha（全体の約 32％）、樹園地が 122ha（全体の約 6％）とな

っています。これらの耕地面積はいずれも近年減少傾向にあります。一方で、1 戸（1 経

営体）あたりの経営耕地面積は 1.25ha となっており、増加傾向にあります。 

本市の農業は全体的に縮小傾向にある一方で、個々の農家の経営規模は拡大している状

況にあります。 

 

本市の農業の現状を示す指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：平成12年は販売農家、その他は農業経営体の数値 

※２：平成12年は販売農家１戸あたり、その他は農業経営体１経営体あたりの数値 

出典：国勢調査、農林業センサス 

  

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

総人口 人 268,218 267,833 264,548 258,554 252,391

［指数］ [100] [100] [99] [96] [94]

総世帯数 戸 104,891 109,698 111,675 115,015 119,509

［指数］ [100] [105] [106] [110] [114]

総農家 戸 4,575 4,072 3,691 3,225 2,524

［指数］ [100] [89] [81] [70] [55]

販売農家 戸 3,475 2,864 2,551 2,105 1,591

［指数］ [100] [82] [73] [61] [46]

自給的農家 戸 1,100 1,208 1,140 1,120 933

［指数］ [100] [110] [104] [102] [85]

農業経営体 経営体 2,879 2,578 2,154 1,636

［指数］ [100] [90] [75] [57]

経営耕地面積 ※１ ha 3,055 2,614 2,518 2,199 2,047

［指数］ [100] [86] [82] [72] [67]

田 ha 2,192 1,885 1,788 1,315 1,278

［指数］ [100] [86] [82] [60] [58]

畑 ha 558 498 527 699 647

［指数］ [100] [89] [94] [125] [116]

樹園地 ha 305 232 204 186 122

［指数］ [100] [76] [67] [61] [40]

ha 0.88 0.91 0.98 1.02 1.25

［指数］ [100] [103] [111] [116] [142]

1戸（1経営体）あたり
の経営耕地面積 ※２
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７ ビジョンの基本方針 

本市農業を持続的に発展させるためには、多様な担い手を確保・支援する「ひとづくり」、

農業環境の保全と振興を図る「地域・基盤づくり」、高付加価値農業に向けての産地化を

推進する「ものづくり」、儲かる農業への育成・強化を図る「資金づくり」が必要であり、

これらを実現していくため、ビジョンの基本方針を「持続可能で魅力ある地域農業の確立」

と定めます。 

 

 

 

⑴ 基本方針   ～持続可能で魅力ある地域農業の確立～ 

⑵ 基本目標   ① 多様な担い手の確保・支援  （ひとづくり） 

② 農業環境の保全と振興      (地域・基盤づくり) 

③ 産地化の推進         (ものづくり） 

④ 儲かる農業への育成・強化  （資金づくり） 

 

 

 

  
持
続
可
能
で
魅
力
あ
る
地
域
農
業
の
確
立 

ひとづくり 

ものづくり 

資金づくり 

地域・基盤づくり 

①多様な担い手

の確保・支援 

③産地化の推進 

④儲かる農業へ

の育成・強化 

②農業環境の

保全と振興 



 

- 5 - 

 

⑶ 施策体系 

 
        
【基本方針】 【基本目標】   【基本施策】 
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１ 多様な担い手
の 

確保・支援 

  
⑴ 認定農業者等の育成・支援 

   
      
     

⑵ 新規就農者の確保・支援 
     
      
 

  
  

⑶ 農業活動の育成・支援 
   
       
       
   

２ 農業環境の 
保全と振興 

  
⑴ 農業生産基盤の維持・保全 

     
       
     

⑵ 鳥獣被害防止対策の推進 
     
       
     

⑶ 環境に配慮した農業の推進      
       
       
   

３ 産地化の推進 

  
⑴ 生産力の向上 

     
      
     ⑵ 農産物のブランド化・農商工 

連携の推進      
      
     

⑶ 販路拡大・地産地消の推進      
       
       
   

４ 儲かる農業への 
育成・強化 

  
⑴ 担い手への農地集積・集約化 

     
      
     

⑵ スマート農業の推進 
     
      
     

⑶ 労働力確保・農業経営の安定化 
      
        
        
        

 

※基本施策の中から重点的に取り組む施策を設定しています。 
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８ ビジョンの基本目標と基本施策 

ビジョン推進のため、次の４つの基本目標とその実現のための基本施策を設定します。 

 

基本目標１ 多様な担い手の確保・支援 

農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻化する中、将来の農業を担う多様な担い手への支

援と新規就農者の育成・定着に向けた取り組みを推進します。 

【基本施策】 

① 認定農業者の育成・支援 

② 新規就農者の確保・支援 

③ 農業活動の育成・支援 

 

基本目標２ 農業環境の保全と振興 

耕作放棄地の実態把握と解消に取り組むとともに、近年増加傾向にある鳥獣被害に対し

ても、効果的な防止対策を推進します。また、環境負荷の低減と農業本来の自然循環機能の

維持増進を図ります。 

【基本施策】 

① 農業生産基盤の維持・保全 

② 鳥獣被害防止対策の推進 

③ 環境に配慮した農業の推進 

 

基本目標３ 産地化の推進 

農業所得の向上を目指し、土づくりを基盤とした生産力の向上、農産物の産地化やブラン

ド化、販路拡大の取り組み、６次産業化に向けた取り組みを推進します。 

【基本施策】 

① 生産力の向上 

② 農産物のブランド化・農商工連携の推進 

③ 販路拡大・地産地消の推進 

 

基本目標４ 儲かる農業への育成・強化 

「儲かる農業」の実現に向け、農業経営の安定化と経済力の強化を図るとともに、農地中

間管理機構の活用を通じて、担い手への農地集積・集約を推進し、労働力の確保と農作業の

効率化を実現するため、スマート農業技術の導入や農業支援サービスの有効活用を推進しま

す。 

【基本施策】 

① 担い手への農地集積・集約化 

② スマート農業の推進 

③ 労働力確保・農業経営の安定化  
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９ 評価項目と目標値の設定 

ビジョンを着実に推進するため、次のとおり評価項目と目標値を設定します。 

基本目標 評価項目 現状（Ｒ５） 目標（Ｒ１６） 

１多様な担い

手の確保 ・

支援 

認定農業者数（経営体） １７３ ２７０ 

集落営農組織数（団体） １ ５ 

法人形態の経営体数（経営体） ３５ ４５ 

 うち認定農業者（経営体） ２８ ３７ 

家族経営協定の締結（件） ６０ １００ 

認定新規就農者数（累計（経営体数）） １０１ １４１ 

認定新規就農者の定着度（％） ９８．２ １００ 

２農業環境の

保全と振興 遊休農地面積（ha） ５１．４ ３０．０ 

環境保全型農業直接支払交付金で有機農業

に取り組んでいる農業者数（人） 
６ １０ 

市民農園の目標（区画数） 
１０カ所 

４２６ 

１４カ所 

７５０ 

鳥獣被害対策（被害防止のため、柵の設置

等に取り組む集落数）（集落） 
５４ ８７ 

エコファーマー（累計（経営体数）） ３１ ３５ 

３産地化の推

進 
地域団体商標（登録数） ２ ４ 

「ブランド化推進品目」輸出（品目数） １ １０ 

６次産業化・農商工連携での商品開発支援

（累計（件数）） 
５ １５ 

とくしまＩＰＰＩＮ店（店舗数） １５１ ２００ 

農産物直売所の数（カ所） ７ ８ 

４儲かる農業

への育成・

強化 

農地中間管理機構を活用した担い手への農

地集積面積（ha） 

（利用権を含む） 

２４９．７ 
４５５．７ 

農産物等販売金額（JA出荷分）（億円） ７９ ８０ 

スマート農業機器貸出件数（件） ４ ２０ 
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１０ ビジョンの推進                                                

 

⑴ ビジョンの推進体制 

ビジョンの推進については、市、農業者、JA、市民、事業者、農業委員会などの各主

体及び、関係機関と共同して設置している協議会等の相互連携により取り組みます。ま

た、施策の取組ごとに策定している分野別計画との整合性を保ちながら、より具体的な

各種農業振興施策を推進します。 

 
○ 主な協議会等 

⑴ 徳島市農業再生協議会 

⑵ とくしま 6次産業化推進連携協議会 

⑶ 徳島市市民菜園推進協議会 

⑷ 徳島市果樹産地協議会 

⑸ 徳島市鳥獣被害対策協議会 

 

○ 主な分野別計画 

⑴ 徳島市農業経営基盤強化促進基本計画 

⑵ 徳島市水田収益力強化ビジョン 

⑶ 徳島市農業振興地域整備計画 

⑷ 徳島市鳥獣被害防止計画 

⑸ 徳島市酪農・肉用牛生産近代化計画 

⑹ 徳島県みどりの食料システム戦略基本計画 

 

⑵ ビジョンの進行管理 

ビジョンについては、上位計画である総合計画と連携して、市政全体の整合性を保ち

ながら、庁内の関係課や様々な分野との緊密な連携や調整、有識者や学識経験者からの

意見も参考にしつつ、計画（Plan)、実施（Do）、評価・検証(Check)、改善・見直し(Action)

の PDCA マネジメントサイクルにより、効果的な進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 

実施 

評価・検証 

 

改善・見直し 

農業振興ビジョンの策定 

普及に向けた取組の検討・見直し 

実現にむけた 

取組の実施 

事業の進捗状況や 

取組内容等を評価・検証 

必要に応じた 

改善・見直し 


